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はじめに

本稿は、科学研究費基盤研究「持続発展教育のため

の小中学校『社会科』の学力に関する研究」の一環と

して行っている、中学校社会科の授業開発に関するプ

ロジェクト研究の成果の一部をまとめたものである。

このプロジェクト研究では、平成22年度から23年度ま

での2年間にわたって、地理的分野および歴史的分野

において、それぞれの授業開発を試みてきた。それら

の成果を継承しつつ、今年度は公民的分野における

「地方自治」に関する単元を例にしながら授業開発を

行った。

公民的分野における授業開発の研究テーマとしては、

「中学校社会科公民的分野における判断力の育成―単元

『地方の政治と自治』を例にして―」を設定した。研究

テーマとしては当初、昨年度の地理的分野における身

近な地域の学習において、社会参画力の育成をめざし

て授業開発を試みたため、その授業で学んだ 2 年生の

生徒が3年生に進級しているのを受けて、公民的分野の

地方自治の単元において、その地理的分野における身

近な地域の学習を深化・発展させながら、社会参画力

の育成を視野に入れたテーマを設定することも考えた。

しかし、単元全体の時間数が 4 ・ 5 時間程度しか確保

できないという制約の下で、社会参画力の育成をめざ

した単元指導計画の作成は難しいという判断をし、地

方自治の単元においては、社会参画力の基礎としての

価値分析力の育成を最終的な目標において単元指導計

画を構想することとした。

なお、この公民的分野における授業開発のプロジェ

クト研究を進めていくにあたっては、地理的分野およ
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び歴史的分野における授業開発の時と同様に、宮城教

育大学教育学部の社会科教育講座に所属する研究者

（今年度は、政治学を専門とする研究者および社会科教

育学を専門とする研究者の 2 名）と、宮城教育大学附

属中学校の社会科研究部に所属する 3 名の中学校社会

科教師とが協働して取り組んだ。

本稿では、次の三つの事柄について順次まとめてい

くこととする。まず、研究テーマの中に掲げている判

断力の育成、特に価値分析力の育成について、先行研

究に基づきながら、公民的資質の構造の視点から考察

を加えた。次に、全5時間扱いの単元指導計画およびそ

れぞれの本時の指導過程の概要についてまとめてみた。

さらにその後、構想した指導過程と実際とのズレにも

触れながら、 5 時間分の授業実践の実際について記し

た。

１ ．政治学習における判断力の育成

（ １）本共同研究における授業構成の視点

前述したように、公民的分野における授業開発の研

究テーマとしては、「中学校社会科公民的分野における

判断力の育成―単元『地方の政治と自治』を例にして

―」を掲げた。そして、その研究テーマに迫っていく

ための研究の視点として、次の 3 点を設定した。

視点①：	「習得」と「活用」との往還による「確かな

理解」の実現

視点②：	学習内容の構造化を意識した単元指導計画

の設計

視点③：	価値認識（価値分析力）の育成を重視した

学習活動の導入

研究の視点①における「確かな理解」については、

「思考や表現の過程なども踏まえて学習内容を十分に分

かりながら身に付けることを意味しており、機械的・

表面的な『記憶』だけを表すものではない」という『中

学校学習指導要領解説　社会編』の中で記されている

文章を念頭においている（文部科学省；2008）。この指

導要領解説での解釈は、独特なものである。すなわち、

従来の教育学的な視点では、「理解」という言葉は、「知

識・理解」とよくいわれるように、認識上は事実的な

知識を獲得すること＝「事実認識」に対応した言葉と

してとらえられてきた。しかし、「思考や表現の過程な

ども踏まえて」とあるように、「事実認識」に止まるこ

となく、「関係認識」や「価値認識」をも含んだ社会認

識全体に対応するものとして「確かな理解」という用

語を使用しているのである。こうした独特な解釈に対

しては、教育学的にはやや違和感を感じながらも、そ

の一方で「事実認識」と「関係認識」「価値認識」との

連続性に着目しようとしている点については重要な視

点であると考える。なぜなら、その三者の関係が入れ

子構造になっているといわれる（小原；1991）通り、

「関係認識」や「価値認識」を成立させるためには、必

然的に確かな「事実認識」がその背景として不可欠で

あるからである。

したがって、上記したような「確かな理解」を実現

させていくためには、必然的に、研究の視点②が求め

られる。すなわち、社会的事象に関する基礎的・基本

的な知識、概念や技能を確実に「習得」させるための

学習活動と、習得した知識、概念や技能を「活用」さ

せながら思考力・判断力・表現力等を育成するための

学習活動とを相互に連動させることが重要になってく

る。換言すれば、「知る」「分かる」という「事実認識」

のための学習活動と、「思考する」「判断する」という

「関係認識」「価値認識」のための学習活動とを相互に連

動させることが重要になってくるのである。そのため、

本共同研究では、第 １ 時から第 5 時までのそれぞれの

本時相互において、学習内容を構造化することを意識

しながら単元指導計画を設計することにした。

（ 2）公民的資質における価値認識

また、研究の視点③における「価値認識（価値分析

力）の育成を重視した学習活動」については、岩田一

彦氏のいう「価値の科学的分析」という視点に注目し

（岩田；1991，p.97）、われわれの価値判断を背後で支

えている価値基準について吟味する学習活動を取り入

れることに留意した。価値認識の育成をめざす社会科

授業論には様々なタイプのものが存在するが、それら

の授業論については、価値観形成の論理から、大きく

「価値判断吟味型」の授業と「価値判断決定型」の授業

とに分けられる（吉村；1999）。そのうち、「価値判断

吟味型」の授業とは、価値判断の構造に着目し、価値

判断の分析による吟味を行うことで価値観形成をめざ

すタイプの授業論である。それに対して、「価値判断決

定型」の授業とは、価値を選択し、その価値に根拠付

けられた合理的決定を行ったり、個人の主体的な価値
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観の変革を通したりして、価値観形成をめざすタイプ

の授業論である。換言すれば、論理の整合性と論拠の

科学性に着目しながら価値判断について科学的に分析

する学習活動を行うことを目的にしたタイプの授業論

と、そうではなく価値判断や意思決定といった価値認

識の学習活動を行うこと自体を目的にしたタイプの授

業論との違いといえる。本共同研究では、指導計画を

構想するにあたり、基本的に前者のタイプの授業論に

基づきながら、価値判断を背後で支えている価値基準

について吟味する学習活動を取り入れることに留意し

た。なお、その際に、価値判断を背後で支えている価

値基準については、大杉英昭氏が指摘する「社会倫理

を内容とする倫理的価値」の視点に着目した（大杉、

2011）。そして、いくつかの公共政策とそれぞれの公共

政策の正当性を判断する基準＝倫理的判断基準との対

応関係を複数用意し、その複数の対応関係について比

較対照させることによって、生徒に自分の拠って立つ

価値基準を明確に意識化させるための教材の開発を図

ろうと試みた（大杉、2004）。

なお、こうした価値認識の公民的資質全体の構造の

中で占める位置については、問いと学習活動の視点か

ら、表 １ のようにとらえている（松岡、2013）。すなわ

ち、価値認識とは、問いと学習活動の面から言えば、

なぜ善いのか（あるいは悪いのか）と問い、社会的事

象の意味・意義を解釈する学習活動＝判断する学習活

動およびその結果獲得された知識のことである。そし

て、この価値認識は、「事実認識」や「関係認識」と、

狭義の公民的資質としての「意思決定」や「社会的実

践」とをつなぐ結節点としての位置を占めていると考

えることもできる。

（ 3）価値認識と言語活動

本共同研究において、上述したような研究の視点を

設定した背景には、中学校社会科授業に対する現状認

識が念頭にあった。すなわち、これまでの中学校社会

科授業においては、「ややもすると個別事象の並列的な

提示と記憶に傾いて、ひとかたまりの学習内容の焦点

がつかみにくくなりがちである」（文部科学省；2008）

という傾向がまだまだ強くみられる。「知ること」「分か

ること」が最終的な目標となっていて、「知ったこと」

「分かったこと」を活用しながら、思考したり、判断し

たりする学習活動が不十分といえる。こうした傾向を

改善しようとして、様々な取り組みが行われているの

もまた事実である。そうした取り組みのひとつとして、

思考力や判断力、表現力の育成をめざして、言語活動

を充実させるといった試みがみられる。社会科授業に

おいて、今後より一層充実させていくべき言語活動と

しては、「読み取る活動」の他に、「説明する活動」「解

釈する活動」「論述する活動」および「議論する活動」

が例示されている（中央教育審議会、2008）。

こうした社会科授業改善の方向性を受ける形で、中

学校現場においては、生徒に自分の意見を文章として

書かせたり、言語でもって発表させたりといった学習

活動が積極的に取り入れられてきている。しかしなが

ら、そうした学習活動の中には、生徒は活発に活動し

ているけれども、認識の深まりに欠けるのではないか

と思われるものも数多くみられる。たとえば、「論述す

る活動」といいながら、資料集などの他者の文章を単

表 １ 　学習活動と学力の類型

社会認識と公民的資質 問いと学習活動 育成される知識・能力

広
義
の
公
民
的
資
質

狭
義
の
公
民
的
資
質

社会的実践
（参画すること－直接的に社会
参加すること）

Do の問いの追究：何をするかと問い、実際に社会と関わる
学習活動 社会参加力 社

会
参
画
力

意思決定
（参画すること－間接的に社会
参加すること）

Which の問いの追究：どうすべきかと問い、望ましい社会
的行為を選択・決定する学習活動 意思決定力

社
会
認
識

価値認識
（判断すること）

Why の問いの追究：なぜ善いのか（悪いのか）と問い、社
会的事象の意味・意義を解釈する学習活動 価値分析力

関係認識
（思考すること）

Why の問いの追究：なぜなのかと問い、社会的事象間の関
係を説明する学習活動 科学的説明力

事実認識
（わかること）

How の問いの追究：どのようにと問い、社会的事象の構造
や過程を調べまとめる学習活動 概念的知識

（知ること） What の問いの追究：何がと問い、社会的事象に関する個別
の情報を求める学習活動 記述的知識

中学校社会科公民的分野における「地方自治」の学習



－54－

に要約している活動となっている生徒が多くみられる。

中には、他者の文章をそのまま丸写ししている生徒が

いる場合もある。また、「議論する活動」といいながら、

明確な根拠に乏しい思いつきの発言が多くみられたり、

他者の結論だけを借用してそのまま受け売りして発表

している生徒もみられる。「論述する活動」「議論する活

動」を設定しさえすれば、自ずから生徒に思考力、判

断力、表現力が育成されるととらえることは楽観的過

ぎるのではないだろうか。価値認識に関わる学習活動

においてはさらにそうした傾向が強まる。『中学校学習

指導要領解説　社会編』において、「観察や調査結果を

まとめたり発表したりする際には、観察や調査結果だ

けではなく、観察や調査結果を基に各自が解釈をする

ことを重視する観点から、結果を根拠に合理的な解釈

になるよう意見交換しながら、多面的・多角的に追究

したことが分かるようなまとめ方や表現の方法を工夫

することが大切である。また、発表や論述する場合に

おいて、調査結果から読み取れた事実なのか、それに

基づいた自分の解釈なのかが明確に区別できるように

表現する必要がある。」と指摘されている視点は、価値

認識に関わる学習においては、特に重要である（文部

科学省、2008）。

中学校社会科授業をめぐるこうした現状と課題に向

き合い、そうした状況の改善の一助になることをめざ

して、本共同研究では、「価値認識（価値分析力）の育

成を重視した学習活動」を研究の視点のひとつに掲げ

たのである。そして、前述したように、価値判断の構

造に着目し、価値判断の分析による吟味を行うことで

価値観形成をめざすタイプの授業論を参考にすること

にした。その際に、価値判断の構造については、尾原

康光氏がイギリスの分析哲学者スティーブン・トゥー

ルミン（Stephen	Toulmin）の提唱する「《議論》の構

造」をモデル化した《トゥールミン図式》に依拠しな

がら、生徒の「議論する活動」を構想しようと試みて

いる（尾原、1991）。図 １ が《トゥールミン図式》の

基本構造であり、 4 つの要素から構成されている。そ

して、議論（主張を基礎づけ正当化しようとする論証）

の正当性は、次の 3 つを検討することによって明らか

にできるという。

①	Ｄにあたる事実的言明が妥当であるかどうかの

検討

②	ＣとＤ・Ｗとが論理的に整合であるかどうかの

検討

③	Ｗにあたる評価的言明が妥当であるかどうかの

検討

したがって、教師が生徒に「議論する活動」をさせ

る際には、上記の 3 つの視点での検討を念頭におきな

がら、生徒に意見交換させることが大切となってくる。

その際に、上記①の検討にあたっては、社会的事象

に関する基礎的・基本的な知識、概念や技能を確実に

「習得」させるための学習活動が欠かせない。また、上

記②の検討にあたっては、習得した知識、概念や技能

を「活用」させながら論理を構築させるための学習活

動が重要となってくる。さらに、上記③の検討にあたっ

ては、Ｗをその背後から支えているより高次の普遍性

をもった価値基準としてのＢについて具体的にイメー
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図 １  トゥールミン図式－《議論》の構造モデル
出典：尾原康光「社会科における価値判断の指導について」72	頁
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ジさせるための学習活動が求められる。以上の点に留

意しながら、単元指導計画の設計に取り組んだ。

2 ．「地方の政治と自治－仙台市を例にして」試案

（ １）地方の政治と自治　単元指導計画　試案

単元「地方の政治と自治」は全5時間扱いとして構想

した。その単元指導計画の概要を示したものが＜資料

１ ＞である。 5 時間全体の中は、大きく二つの部分か

ら構成されている。すなわち、第 １ 時から第 3 時まで

の前半部分は、地方自治に関する様々な基礎的・基本

的な知識、概念を習得させるための学習段階である。

そして後半部分が、習得した知識、概念を活用しなが

ら地方自治の課題および役割について自分なりに考え

させるための学習段階で、第4時および第 5 時がそれに

あたる。その内の後半部分については、さらに、第 3

時までの学習内容についてまとめながら、仙台市を例

にして、歳出のあり方と「豊かさ指標」との対応関係

について比較対照させる第4時と、歳出面での増額すべ

き費目についてランキングさせるという実際に価値判

断の学習活動をさせる第 5 時とに分かれている。

学習内容の構造化という視点からいえば、「知る」「分

かる」学習活動と「考える」学習活動との連動を重視

しながら、学習内容の選択およびそれに基づいた資料

の作成に取り組んだ。すなわち、第4時の学習課題であ

る「望ましい仙台市の歳出とは、どのようなものだろ

うか」、および第5時の学習課題である「仙台市は、市

民生活の向上のために、どの費目を増額すべきであろ

うか」は、いずれも「考えさせる」ための学習課題で

ある。そして、こうした学習課題を考えさせるために

は、何が分かっていなければならないか、およびそう

した事実を分からせるためには、何を知っていなけれ

ばならないか、という視点から、第 １ 時から第 3 時ま

でで取り扱う学習内容の選択および資料の作成に留意

した。たとえば、第 4 時を例にして、第 3 時までの学

習内容と第 4 時における学習課題との関係について、

教材構造図（問いの構造図）という形でまとめてみた

ものが、＜資料 2 ＞である。大まかに言えば、第 3 時

までに、「地方公共団体の仕事」「地方自治のしくみ」「地

方財政」（第 １ 時・第 2 時）、「仙台市民の市政に対する

意識」「仙台市政の課題」「仙台市の財政の状況と課題」

（第 3 時）についての学習内容を取り扱うとともに、そ

れらに関する資料を提示し、様々な事実を読みとらせ

ることとした。

（ 2）地方の政治と自治　本時の指導過程　試案

前述した5時間分のそれぞれの本時における指導過程

の概要についてまとめたものが、＜資料 3 ＞である。

この指導計画に沿って、11月中旬から12月上旬の時

期にかけて、宮城教育大学附属中学校の第 3 学年の 4

つのクラスで実際に授業実践を行った。授業者は、第

3 学年の社会科授業を本年度担当している守康幸教諭

にお願いした。 3 年 4 組を例にとると、 5 時間の授業

日程は次の通りであった。

第 １ 時：11月19日（月） 5 校時

第 2 時：11月20日（火） １ 校時

第 3 時：11月22日（木） 2 校時

第 4 時：11月27日（火） １ 校時

第 5 時：11月29日（木） 3 校時

授業実践は概ね予定されていた指導過程で行うこと

ができた。ただし、諸般の事情により、次の点につい

ては、指導計画の通りには実施することができなかっ

た。

・第 2 時の学習内容については、 3 年 4 組以外の 3 ク

ラスにおいては、本来 １ 単位時間扱いのところを 2

単位時間かけて扱うように変更した。

・第 4 時において使用する予定であった歳出のあり方

と「豊かさ指標」との対応関係に関する資料につい

ては、生徒の理解度の関係から取り扱わなかった。

・第 5 時におけるランキングの学習活動においては、

当初「健康福祉費（民生費）」「土木費」「経済費」「教育

費」「災害復旧費」「公債費」の ６ 費目についてのピラ

ミッド型ランキングを予定していたが、生徒にとっ

ての思考の煩雑性の視点から、実際の授業では「健

康福祉費（民生費）」「土木費」「経済費」「教育費」の 4

費目に絞ってダイヤモンド型ランキングを行った。

＜資料 4 ＞は、変更後の第 5 時で使用したワーク

シートである。

3 ．授業の実際

（ １）授業構想にあたって

本項では、2012年11月中旬から12月上旬にかけて宮

城教育大学附属中学校 3 学年において実施した、「地方

中学校社会科公民的分野における「地方自治」の学習
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の政治と自治―仙台市を例にして」の実践記録をもと

に、授業の考察を行う。対象としたのは 3 年 4 組（11

月29日）と 3 年 3 組（12月 ６ 日）である。これらの授

業は、どちらも 5 時間の単元のうちの第5時に位置づけ

られ、仙台市の予算における支出の配分についてダイ

ヤモンドランキングを取り入れた授業である。

はじめに、授業構想にあたって議論となった点を示

す。それは、ダイヤモンドランキングを取り入れた授

業を行うに当たって、視点③にある「価値認識（価値

分析力）の育成」をどのように行うかという点である。

一案に、生徒の判断を背景で支えている価値観につい

て、それぞれの費目に関連する価値観に気付かせるた

めの学習活動、例えば、中学生の対話文を資料＜資料

5 ＞として提示し、その中に選択の背景となる価値観

をモデルとして織り込むというものがあった。

その案を受けて、授業研究の進め方として、①発言

や記述の中から、そこに表出している価値観を分析す

る方法と、②何らかのモデル化された「価値観」に関

する発言や記述を期待する方法とのどちらを選択する

かという点で議論があった。資料の特性とダイヤモン

ドランキングを用いたワークショップ型授業の特性と

の相性を鑑み、対話文を使用しない前者を3年4組で、

使用する後者を 3 年 3 組で行うこととした。

（ 2）授業の実際

2 クラスの授業とも、指導過程 3 においてグループ

で話し合い、作ったランキングについて発表させた。

そこで出されたランキングと、その理由を示す。

１ ） 3 年 4 組の授業

Ａ班　経済費を優先し、教育費を下位にした。

「経済を活発にさせて色んなところに利益を出そうと

思いました。資料から経済費の中身を見てみると、雇

用とかがあって、個人の生活の向上っていうのができ

て、今より良くなるのではないかと考えました。教育

費を下にしたのは、今の時点で仙台市として重要視さ

れていないし、結果的に『利益』で考えると教育って

あまりないのかなと思って、こうしました。」

Ｂ班　健康福祉費を優先し、経済費を下位にした。

「市民の要望で上位に来ているし、自分のおばあちゃ

んが福祉で少し困っているというのもあって、経済が

下に来た理由はまず土木費で復興をやってから経済に

お金をかけたほうがいいのかなと思ったからです。」

Ｃ班　健康福祉費を優先し、土木費を下位にした。

「健康福祉費を優先したのは、他の班と一緒で市民の

要望が多かったからです。土木費を下にした理由は、

土木費にかける『道路』とかは、常にやらなければい

けないものなので、割合を増やしてそれ以上のものま

でお金をかけると無駄だと思いました。新しくつくる

というよりも、必ずしも増額してまで作らなくてもよ

いということです。」

Ｄ班　健康福祉費を優先し、教育費を下位にした。

「視点として、『市民の要望』で考えました。予算を

増額して、早く解消してほしいということで、健康福

祉費を上にしました。教育費については、経済と迷っ

たんですけど、科学館とか文学館とか、団体では行く

かもしれないけどなかなか個人で利用しないから優先

順位は低いかなと。その分の予算を経済に充てて、仙

台をより栄えさせたほうがいいかなと思ったので、こ

うしました。」

Ｅ班　土木費を優先した。

「復興の面で、 5 年後でも住宅の面とかでまだ問題が

あると思うので、優先させるべきだと思います。福祉

とかも大事だけど、住宅地とか生活道路とかがあって

こそなので、それで土木費を増額したほうがいいかな

と思います。」

2 ） 3 年 3 組の授業

Ａ班　健康福祉費を優先し、教育費を下にした。

「地域とか、広く生活環境をみて考えました。健康第

一という意見が多くて、健康福祉費の割合が小さいと

年金とかの問題が大きくなるし、個人の生活を充実さ

せるなら経済に力を入れるべきだという意見もあって、

広く充実させるか、一人一人の生活を充実させるかと

いう点で、最後まで意見が割れました。」

Ｂ班　経済費を優先し、健康福祉費を下位にした。

「うちの班では、最初は少子高齢化の問題とか高齢者

に対する意見が押していたけど、割合をみると高齢者

に対して手厚くしすぎだという意見も出て、むしろ元

気な高齢者だったら、まだ社会で活躍できるように経

済面でも予算に力を入れて、減らした分の健康福祉費

を未来のために雇用や教育にお金を使うべきだとまと

まりました。」

中学校社会科公民的分野における「地方自治」の学習
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Ｃ班　教育費を優先し、健康福祉費を下位にした。

「まず健康福祉費については、資料にあるように割合

で考えると十分多いという話になって、順位を下にし

ました。今は震災があって、これからは学校の充実と

か復興を担う子どもたちへのことに力を注ぐべきだと

いう意見になりました。平成１2年度から22年度にかけ

て教育費が減っているので、戻すというか、むしろ増

やすべきかなぁと思いました。」

Ｄ班　健康福祉費を優先し、経済費を下位にした。

「健康福祉費は、医療や高齢者のために使うお金なの

で、人が弱っているときに、悪循環に陥らないように、

弱っているときに行政が支えてくれるという意味で重

要だと考えました。経済費は、土木費などでも雇用が

生まれるんじゃないかなと思います。ただ、予算の配

分は、一番今誰のニーズに応えるかなのかなと思いま

した。今生きている人なのか、未来なのか、そこが難

しかったです。」

Ｅ（個人）　Ｄ班の意見に対して

「誰のニーズかというと、仙台市は高齢者や子どもに

お金をかけているから結果として健康福祉費が多いん

だと思います。なぜ若者にお金がいかないのかという

と、それは仙台や宮城県を離れて仕事に就く人が多い

のかなと考えると、仙台で暮らす高齢者や子ども、母

親などにお金を充実させて、市全体で安定させるとい

うことだと思いました。若い人に投資をしても、外に

出て行ってしまっては実にならない気がします。」

Ｆ班　土木費を優先した。

「土木費を多くすれば、雇用の確保にもつながるし、

土木費を使って道路とかを整備して環境を良くしない

と人は入ってこないだろうと思うので土木費を１位に

しました。復興もあるけど、今は国からお金や仕事が

入ってきているから、これは5年後も需要はあると思い

ました。」

（ 3）実践の考察

4 組の授業では、多くの班で「健康福祉費」を上位

にしたランキングが出された。その理由として、「市民

の要望」が多くを占めた。これは、第 3 時において使

用した資料「仙台市施策目標調査（市民アンケート）」

が根拠となっている。この資料からは、子育て支援や

高齢者福祉、交通網の整備に対して仙台市民の要望や

期待が高いという事実を読み取ることができた。ここ

で、なぜ交通網の整備（土木費）が上位に出てこなかっ

たか。その理由はＣ班のコメントに見て取れるが、ど

のような価値観で意見がつき合わされたかは明らかに

できなかった。健康福祉費の件に見られるように、4組

の場合は前時までに習得した知識を活用してランキン

グを作ったという点では研究のねらいが達成されたと

いえよう。しかし、生徒の意見からは「価値観」がさ

ほど意識されていないと考える。

3 組の授業では、価値観を意識していると思われる

意見が多かった。例えば、Ａ班の「広く充実させるか、

一人一人の生活を充実させるかという点」や、Ｄ班の

「予算の配分は、一番今誰のニーズに応えるか」がそれ

である。これは資料の対話文で価値観を意識づけるこ

とができたともいえるが、必ずしも文章の価値観と同

じではなかった。文章の引用や文章への言及が見られ

なかったことから、必ずしもモデルになりきれていな

いとも考えられ、提示する資料内容のさらなる検討が

必要であろう。また、4組と比べて理由付けに個人レベ

ルでの価値判断の結果が表れているが、生徒がそれぞ

れの価値観を分析して合意形成するには至らなかった。

更なる意識付けをさせるためにも、ランキングの作成

に加えて、「私たちが立てたものは○○予算である」な

どのトピックをつけさせるなどの方策が有効ではない

かと考える。一方で、 3 組ではランキングの根拠とし

て4組のような資料の引用が少なかった。「習得と活用

の往還」という面では、学習した事項をもとに判断が

なされているとも考えられるが、「議論する活動」をよ

り活性化させる意味でも、引用や理由付けなどを意識

付けさせるような学習活動を続けていくことで解決さ

れるであろう。

また、本研究授業を通して、授業者として改めて話

し合うことの価値や必要性について考えさせられた。

それは、「生徒にとっての本当の問題は何か」というこ

とである。本項で示したように、生徒の意見は当初想

定したような直線的なものではなかった。本単元、特

に第 5 時では生徒の生活体験や価値観が議論の重要な

ファクターとなる。身近な仙台市を例に単元を構成し

たが、生徒の問題意識が必ずしも身近になっていたと

は言えないのではないか。議論の中に知識だけでなく、

生徒の想いや価値観がさらに強く表れるように、日頃

から立ち止まって考えさせたり、試行錯誤させたりす

る場面を組み込んでいきたい。そして、今後もさらに
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生徒にとっての問題意識や、話し合いの必要性や価値

について考えていきたい。

4 ．本共同研究の成果と課題－結びにかえて

本共同研究において、指導計画の作成および授業実

践を通して見えてきた成果と課題について、簡単にま

とめておきたい。

まず、成果の第一点目としては、平成20年版の学習

指導要領改訂に際して、中学校社会科公民的分野にお

ける改訂の趣旨を踏まえて指導計画づくりに取り組ん

だことである。すなわち、公民的分野については、「持

続可能な社会の実現を目指す」という観点から、「より

よい社会の形成に参画する資質や能力を育成する」た

めの一つの方策として、「納税者としての自覚を養う」

学習や「少子高齢社会における社会保障と財政の問題

などについて考えさせる学習」の充実が指摘されてい

るが、この度地方自治に関する学習において、それら

の学習内容に配慮した指導計画の一例となっていると

いえる。また、第二点目としては、上記のような学習

を進めていく際に、言語活動を充実させていくことが

重視されているが、その点にも配慮した指導計画に

なっていることである。すなわち、価値認識（価値分

析力）の育成を重視した学習活動を取り入れることを

通して、「習得した概念を活用して諸事象の意義を解釈

させたり事象間の関連を説明させること、自分の考え

を論述させたり、議論などを通してお互いの考えを深

めたりすることを重視する」といったような言語活動

の充実を図ることに配慮している。言い換えるならば、

「断片的な知識を詰め込むことに陥らないようにし、知

識・能力・態度を一体的なものとして身に付けさせる」

ことに配慮した指導計画になっているといえる。

その一方で、課題としては、価値認識に関する学習

を行う際に、当初重要な視点として留意していた、公

共政策とその公共政策の正当性を判断する基準との対

応関係を複数用意し、その複数の対応関係について相

互に比較対照させるための教材の開発を図ろうとした

が、結局形あるものとして実現させることができな

かった点をあげることができる。教材解釈に対する力

不足と時間の制約を痛感している。また、そのために、

「議論」といった言語活動を取り入れていく際に、「結

論（主張）」と「理由づけ（価値基準）」と「根拠とな

る事実（政策や制度）」の3点をセットにして、意見交

換の学習活動を構想していたが、その点が不十分な結

果に終わってしまった。価値認識を成長させていくと

いう面で課題を残したといえる。いずれについても、

残された今後の課題としたい。

付記

本稿の執筆については、 １ 、 2 、 4 の部分を主に松

岡が担当し、 3 の部分を主に守が担当した。なお、本

共同研究を進めるにあたっては、「はじめに」の部分で

も記したように、本稿の二人の執筆者の他に、政治学

を専門とする研究者として石田雅樹准教授、並びに附

属中学校社会科研究部の浦邉盛勝教諭、佐藤誠希教諭

の三名にもご協力をいただいた。また、平成24年度の

社会科教育特別演習 A を受講した大学院教育学研究科

社会科教育専修の今野明咲香、齋藤史子の二人の大学

院生には、本時における各資料作成に精力的に取り組

んでいただいた。この場を借りて、お礼申しあげたい。
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